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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　各種光学部材の駆動により観察状態を変更可能な顕微鏡システムであって、
　複数の顕微鏡操作項目を含む顕微鏡操作来歴に係る来歴データを記録する来歴記録手段
と、
　前記複数の顕微鏡操作項目の中から一つ以上の顕微鏡操作項目を選択する選択手段と、
　前記選択手段により選択された顕微鏡操作項目と前記来歴記録手段に記録された来歴デ
ータに係る顕微鏡操作来歴とに基づいて顕微鏡状態を再現する状態再現手段と、
　観察体を照明するための光源を調整する手段、前記観察体を載置するための電動ステー
ジ、及び前記観察体の画像を撮像するための撮像手段のいずれかと、
　前記撮像手段により撮像された画像を表示する表示手段と、
　を有し、
　前記顕微鏡操作項目は、前記顕微鏡システムの光源の明るさ、観察倍率、観察方法、前
記標本の光軸方向と平行方向の座標、前記標本の光軸方向と直交する同一方向の座標、及
び前記撮像手段の撮像条件のいずれかを含み、
　前記来歴記録手段は、更に、前記撮像手段により撮像された前記観察体の画像に係る画
像データを記録すると共に、前記来歴データの記録と前記画像データの記録とを同期して
行い、
　前記状態再現手段は、更に、前記来歴記録手段に記録された画像データに係る前記観察
体の画像を前記表示手段に順次表示させ、再現指示が行われた時に前記表示手段に表示さ
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れていた画像を選択し、当該選択した画像に応じて顕微鏡状態を再現し、
　前記来歴記録手段に記録された来歴データを、前記顕微鏡状態を再現した後に削除する
、
　ことを特徴とする顕微鏡システム。
【請求項２】
　前記顕微鏡状態を再現した後に、前記来歴データを最後に記録された地点から顕微鏡状
態を再現させた地点までの来歴データを削除する、
　ことを特徴とする請求項１記載の顕微鏡システム。
【請求項３】
　前記状態再現手段は、更に、前記来歴記録手段に記録された複数の画像データに係る前
記観察体の複数の画像を前記表示手段に一度に表示させ、当該表示された複数の画像の中
から一つの画像を選択し、当該選択した画像に応じて、観察状態を変更させる顕微鏡状態
を再現する、
　ことを特徴とする請求項１又は２記載の顕微鏡システム。
【請求項４】
　前記状態再現手段は、選択条件入力手段を更に有し、前記来歴記録手段に記録された複
数の画像データに係る前記観察体の複数の画像を前記表示手段に一度に表示させる際に、
前記選択条件入力手段により入力された選択条件に応じた画像を表示させ、当該表示され
た画像の中から一つの画像を選択する、
　ことを特徴とする請求項３記載の顕微鏡システム。
【請求項５】
　各種光学部材の駆動により観察状態を変更可能であり、観察体を照明するための光源を
調整する手段、前記観察体を載置するための電動ステージ、及び前記観察体の画像を撮像
するための撮像手段のいずれかと、前記撮像手段により撮像された画像を表示する表示手
段とを含む顕微鏡システムの制御方法であって、
　所定の顕微鏡操作が行われる毎に、複数の顕微鏡操作項目を含む顕微鏡操作来歴に係る
来歴データを記録する来歴記録ステップと、
　前記複数の顕微鏡操作項目の中から一つ以上の顕微鏡操作項目を選択するステップと、
　記録された来歴データに係る顕微鏡操作来歴と、選択された顕微鏡操作項目とに基づい
て、顕微鏡状態を再現する状態再現ステップと、
　前記来歴記録ステップにより記録された来歴データを、前記顕微鏡状態を再現した後に
削除するステップと、
　を有し、
　前記顕微鏡操作項目は、前記顕微鏡システムの光源の明るさ、観察倍率、観察方法、前
記標本の光軸方向と平行方向の座標、前記標本の光軸方向と直交する同一方向の座標、及
び前記撮像手段の撮像条件のいずれかを含み、
　前記来歴記録ステップは、更に、前記撮像手段により撮像された前記観察体の画像に係
る画像データを記録すると共に、前記来歴データの記録と前記画像データの記録とを同期
して行い、
　前記状態再現ステップは、更に、前記来歴記録ステップにより記録された画像データに
係る前記観察体の画像を前記表示手段に順次表示させ、再現指示が行われた時に前記表示
手段に表示されていた画像を選択し、当該選択した画像に応じて顕微鏡状態を再現する、
　ことを特徴とする顕微鏡システムの制御方法。
【請求項６】
　各種光学部材の駆動により観察状態を変更可能であり、観察体を照明するための光源を
調整する手段、前記観察体を載置するための電動ステージ、及び前記観察体の画像を撮像
するための撮像手段のいずれかと、前記撮像手段により撮像された画像を表示する表示手
段とを含む顕微鏡システムのコンピュータに、
　所定の顕微鏡操作が行われる毎に、複数の顕微鏡操作項目を含む顕微鏡操作来歴に係る
来歴データを記録する来歴記録機能と、
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　前記複数の顕微鏡操作項目の中から一つ以上の顕微鏡操作項目を選択する機能と、
　記録された来歴データに係る顕微鏡操作来歴と、選択された顕微鏡操作項目とに基づい
て、顕微鏡状態を再現する状態再現機能と、
　前記来歴記録機能により記録された来歴データを、前記顕微鏡状態を再現した後に削除
する機能と、
　を実現させ、
　前記顕微鏡操作項目は、前記顕微鏡システムの光源の明るさ、観察倍率、観察方法、前
記標本の光軸方向と平行方向の座標、前記標本の光軸方向と直交する同一方向の座標、及
び前記撮像手段の撮像条件のいずれかを含み、
　前記来歴記録機能は、更に、前記撮像手段により撮像された前記観察体の画像に係る画
像データを記録すると共に、前記来歴データの記録と前記画像データの記録とを同期して
行い、
　前記状態再現機能は、更に、前記来歴記録機能により記録された画像データに係る前記
観察体の画像を前記表示手段に順次表示させ、再現指示が行われた時に前記表示手段に表
示されていた画像を選択し、当該選択した画像に応じて顕微鏡状態を再現する、
　ことを特徴とする制御プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、複数の対物レンズを有し、微小な試料の拡大観察を行う、各種光学部材がモ
ータによって駆動される顕微鏡システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　顕微鏡装置は工業分野を始め、生物分野における研究や検査等において広く利用されて
いる。
　このような顕微鏡装置を使用して検査を行う場合には、一般に拡大倍率の異なる複数の
対物レンズを用いて、対物レンズからの観察光路と直交する平面内で観察試料を移動でき
る電動ステージを操作し、観察、検査を行っている。この検査の方法としては、対物レン
ズを低倍にセットし、漏れの無いような操作で試料全体をスクリーニングし、その後、そ
の観察試料の中で異常部位が発見されたポイント（地点）や記録に残したいポイントに戻
り、さらに顕鏡方法に応じて最適な高倍率の対物レンズへ切り替えて異常部位を詳細に検
査し、その詳細観察データの記録を行っている。
【０００３】
　特許文献１には、記録されている複数の観察状態及び撮影条件の中から選択した１種類
の観察状態及び撮影条件に基づいて、光学部材の挿脱状態及び写真撮影装置の撮影条件を
復元する顕微鏡システムが記載されている。
【０００４】
　特許文献２には、一度顕微鏡に設定した内容を記憶させることができる顕微鏡装置が記
載されている。
　特許文献３には、登録された観察位置および観察条件を読み出し、該観察位置および該
観察条件に基づいて標本の観察像を再現する顕微鏡システムが記載されている。
【特許文献１】特開平８－６８９４６号公報
【特許文献２】特開２００２－１４２８８号公報
【特許文献３】特開２００４－３０９７６８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、上記のようなスクリーニング作業において、特に顕微鏡操作に不慣れな
初心者は、各種観察を行っていくにあたって誤操作をしてしまった場合に、過去の正しい
状態へ復帰させるため、戻りたいポイントを探し再度各種設定を行うことになり、時間が
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かかる上に、ユーザーにとって大きな負担となっていた。特に迅速な判断が要求される場
合や、一度に多くの標本を観察しなければならない場合には、如何に容易に戻りたいポイ
ントを探して状態を復帰できるかが重要となっている。
【０００６】
　本発明は、上記実情に鑑み、特に顕微鏡操作初心者のようなユーザーが細胞診断スクリ
ーニング等を行う場合において、所望の復帰ポイントに戻ってその復帰ポイントでの顕微
鏡状態を再現させる作業に要する時間を短縮させ、ユーザーの負担を大きく軽減させる、
顕微鏡システム、顕微鏡システムの制御方法、及び制御プログラムを提供することを目的
とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記目的を達成するため、本発明の一態様に係る顕微鏡システムは、各種光学部材の駆
動により観察状態を変更可能な顕微鏡システムであって、複数の顕微鏡操作項目を含む顕
微鏡操作来歴に係る来歴データを記録する来歴記録手段と、前記複数の顕微鏡操作項目の
中から一つ以上の顕微鏡操作項目を選択する選択手段と、前記選択手段により選択された
顕微鏡操作項目と前記来歴記録手段に記録された来歴データに係る顕微鏡操作来歴とに基
づいて顕微鏡状態を再現する状態再現手段と、観察体を照明するための光源を調整する手
段、前記観察体を載置するための電動ステージ、及び前記観察体の画像を撮像するための
撮像手段のいずれかと、前記撮像手段により撮像された画像を表示する表示手段と、を有
し、前記顕微鏡操作項目は、前記顕微鏡システムの光源の明るさ、観察倍率、観察方法、
前記標本の光軸方向と平行方向の座標、前記標本の光軸方向と直交する同一方向の座標、
及び前記撮像手段の撮像条件のいずれかを含み、前記来歴記録手段は、更に、前記撮像手
段により撮像された前記観察体の画像に係る画像データを記録すると共に、前記来歴デー
タの記録と前記画像データの記録とを同期して行い、前記状態再現手段は、更に、前記来
歴記録手段に記録された画像データに係る前記観察体の画像を前記表示手段に順次表示さ
せ、再現指示が行われた時に前記表示手段に表示されていた画像を選択し、当該選択した
画像に応じて顕微鏡状態を再現し、前記来歴記録手段に記録された来歴データを、前記顕
微鏡状態を再現した後に削除する、ことを特徴とする。
【０００８】
　また、本発明の他の一態様に係る顕微鏡システムの制御方法は、各種光学部材の駆動に
より観察状態を変更可能であり、観察体を照明するための光源を調整する手段、前記観察
体を載置するための電動ステージ、及び前記観察体の画像を撮像するための撮像手段のい
ずれかと、前記撮像手段により撮像された画像を表示する表示手段とを含む顕微鏡システ
ムの制御方法であって、所定の顕微鏡操作が行われる毎に、複数の顕微鏡操作項目を含む
顕微鏡操作来歴に係る来歴データを記録する来歴記録ステップと、前記複数の顕微鏡操作
項目の中から一つ以上の顕微鏡操作項目を選択するステップと、記録された来歴データに
係る顕微鏡操作来歴と、選択された顕微鏡操作項目とに基づいて、顕微鏡状態を再現する
状態再現ステップと、前記来歴記録ステップにより記録された来歴データを、前記顕微鏡
状態を再現した後に削除するステップと、を有し、前記顕微鏡操作項目は、前記顕微鏡シ
ステムの光源の明るさ、観察倍率、観察方法、前記標本の光軸方向と平行方向の座標、前
記標本の光軸方向と直交する同一方向の座標、及び前記撮像手段の撮像条件のいずれかを
含み、前記来歴記録ステップは、更に、前記撮像手段により撮像された前記観察体の画像
に係る画像データを記録すると共に、前記来歴データの記録と前記画像データの記録とを
同期して行い、前記状態再現ステップは、更に、前記来歴記録ステップにより記録された
画像データに係る前記観察体の画像を前記表示手段に順次表示させ、再現指示が行われた
時に前記表示手段に表示されていた画像を選択し、当該選択した画像に応じて顕微鏡状態
を再現する、ことを特徴とする。
【０００９】
　また、本発明の更に他の一態様に係る制御プログラムは、各種光学部材の駆動により観
察状態を変更可能であり、観察体を照明するための光源を調整する手段、前記観察体を載
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置するための電動ステージ、及び前記観察体の画像を撮像するための撮像手段のいずれか
と、前記撮像手段により撮像された画像を表示する表示手段とを含む顕微鏡システムのコ
ンピュータに、所定の顕微鏡操作が行われる毎に、複数の顕微鏡操作項目を含む顕微鏡操
作来歴に係る来歴データを記録する来歴記録機能と、前記複数の顕微鏡操作項目の中から
一つ以上の顕微鏡操作項目を選択する機能と、記録された来歴データに係る顕微鏡操作来
歴と、選択された顕微鏡操作項目とに基づいて、顕微鏡状態を再現する状態再現機能と、
前記来歴記録機能により記録された来歴データを、前記顕微鏡状態を再現した後に削除す
る機能と、を実現させ、前記顕微鏡操作項目は、前記顕微鏡システムの光源の明るさ、観
察倍率、観察方法、前記標本の光軸方向と平行方向の座標、前記標本の光軸方向と直交す
る同一方向の座標、及び前記撮像手段の撮像条件のいずれかを含み、前記来歴記録機能は
、更に、前記撮像手段により撮像された前記観察体の画像に係る画像データを記録すると
共に、前記来歴データの記録と前記画像データの記録とを同期して行い、前記状態再現機
能は、更に、前記来歴記録機能により記録された画像データに係る前記観察体の画像を前
記表示手段に順次表示させ、再現指示が行われた時に前記表示手段に表示されていた画像
を選択し、当該選択した画像に応じて顕微鏡状態を再現する、ことを特徴とする。
 
【発明の効果】
【００１４】
　本発明によれば、特に顕微鏡操作初心者のようなユーザーが細胞診断スクリーニング等
を行う場合において、所望の復帰ポイントに戻ってその復帰ポイントでの顕微鏡状態を再
現させる作業に要する時間を短縮させ、ユーザーの負担を大きく軽減させることができる
。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１５】
　以下、図面を参照しながら本発明の実施の形態を説明する。
＜第１の実施形態＞
　まず、本発明の第１の実施形態について説明する。
【００１６】
　図１は、本発明を実施する顕微鏡システムの構成例を示す図である。
　ここで、顕微鏡操作の来歴に係る来歴データ等を記録する操作来歴記録手段は、操作来
歴記録部４が対応する。顕微鏡状態を再現する状態再現手段は、顕微鏡コントローラ３１
を介して顕微鏡装置１に接続されたホストシステム２が対応する。観察体の画像を撮像す
る撮像手段は、顕微鏡装置１の観察画像の撮影を行うビデオカメラ３が対応する。画像を
表示する画像表示手段は、ホストシステム２に接続されたモニター５が対応する。
【００１７】
　顕微鏡装置１には、透過観察用光学系として、透過照明用光源６と、透過照明用光源６
の照明光を集光するコレクタレンズ７と、透過用フィルタユニット８と、透過視野絞り９
と、透過開口絞り１０と、コンデンサ光学素子ユニット１１と、トップレンズユニット１
２とが備えられている。また、落射観察光学系として、落射照明用光源１３と、コレクタ
レンズ１４と、落射用フィルタユニット１５と、落射シャッタ１６と、落射視野絞り１７
と、落射開口絞り１８とが備えられている。
【００１８】
　また、これらの透過観察用光学系の光路と落射観察用光学系の光路とが重なる観察光路
上には、観察体１９が載置される、上下左右の各方向に移動可能な電動ステージ２０が備
えられている。この電動ステージ２０の移動の制御はステージＸ－Ｙ駆動制御部２１とス
テージＺ駆動制御部２２とによって行われる。なお、電動ステージ２０は原点センサによ
る原点検出機能（不図示）を有しており、電動ステージ２０に載置した観察体１９の座標
検出及び座標指定による移動制御を行うことができる。
【００１９】
　また、観察光路上には、複数装着された対物レンズ２３ａ、２３ｂ、…（以下、必要に
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応じて「対物レンズ２３」と総称する）から観察に使用するものを回転動作により選択す
るレボルバ２４と、検鏡方法を切り替えるキューブユニット２５と、観察光路を接眼レン
ズ２６側とビデオカメラ３側とに分岐させるビームスプリッタ２７とが備えられている。
さらに、微分干渉観察用のポラライザー２８、ＤＩＣ（Differential Interference Cont
rast）プリズム２９、及びアナライザー３０は観察光路に挿入可能となっている。なお、
これらの各ユニットは電動化されており、その動作は後述する顕微鏡コントローラ３１に
よって制御される。
【００２０】
　ホストシステム２に接続された顕微鏡コントローラ３１は、顕微鏡装置１全体の動作を
制御する機能を有するものであり、ホストシステム２からの制御信号に応じ、検鏡方法の
変更、透過照明用光源６及び落射照明用光源１３の調光を行うと共に、現在の顕微鏡装置
１による検鏡状態（顕微鏡状態）をホストシステム２へ送出する機能を有している。また
、顕微鏡コントローラ３１はステージＸ－Ｙ駆動制御部２１及びステージＺ駆動制御部２
２にも接続されており、電動ステージ２０の制御もホストシステム２で行うことができる
。顕微鏡操作部３４は、ホストシステム２と共に顕微鏡装置１の動作指示を入力するため
の各種入力部を備えたハンドスイッチで、同じくこれに備えられたジョイスティックやエ
ンコーダ（表記せず）によって、電動ステージ２０の操作も行えるものとなっている。
【００２１】
　ビデオカメラ３によって撮像された観察体１９の顕微鏡画像は、ビデオボード３２を介
してホストシステム２に取り込まれる。ホストシステム２は、ビデオカメラ３に対して、
自動ゲイン制御のＯＮ／ＯＦＦ、ゲイン設定、自動露出制御のＯＮ／ＯＦＦ、及び露光時
間の設定を、カメラコントローラ３３を介して行うことができる。また、ホストシステム
２は、ビデオカメラ３から送られてきた観察体１９の画像に係る画像データを、操作来歴
記録部４に保存することができる。操作来歴記録部４に記録された画像データはホストシ
ステム２によって読み出され、表示部であるモニター５に表示させることができる。
【００２２】
　更に、ホストシステム２は、ビデオカメラ３によって撮像された画像のコントラストに
基づいて合焦動作を行う、いわゆるビデオＡＦ機能も提供している。なお、ホストシステ
ム２は、制御プログラムの実行によって顕微鏡システム全体の動作制御を司るＣＰＵ（中
央演算装置）、このＣＰＵが必要に応じてワークメモリとして使用するメインメモリ、マ
ウスやキーボードなどといったユーザーからの各種の指示を取得するための入力部、この
顕微鏡システムの各構成要素との間で各種データの授受を管理するインタフェースユニッ
ト、及び各種のプログラムやデータを記憶しておく例えばハードディスク装置などの補助
記憶装置を有している、ごく標準的な構成のコンピュータである。また、ホストシステム
２が提供する後述の操作メニューにおいては、顕微鏡操作部３４の機能も有しているもの
となっている。
【００２３】
　以下、この顕微鏡システムの動作について詳細に説明する。
　図２は、ホストシステム２によって行われる観察体１９の観察及び顕微鏡状態の復元動
作（再現動作）の処理内容を示すフローチャートである。この処理は、ホストシステム２
のＣＰＵが所定の制御プログラムを実行することによって実現され、開始される。
【００２４】
　ここでは、ユーザーが観察体１９のスクリーニングを行い、そのスクリーニング中に詳
細観察のために電動ステージ２０を停止させた時の状態へ顕微鏡状態を再現させる場合を
例に、動作を説明する。
【００２５】
　図３は、このときのスクリーニング経路を示す図である。同図においては、破線で示し
た曲線が低倍率の対物レンズ２３ａによるスクリーニング経路を示している。また、ここ
では、透過明視野観察で観察体１９の観察が行われるものとし、同じく図３において、破
線の四角で示したエリアがスクリーニング中に選択された低倍率の対物レンズ２３ａにお
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ける視野範囲となっている。また、このスクリーニング経路において、ｂからｊの各地点
では詳細観察のために電動ステージ２０の動作を一定時間以上停止したものとする。
【００２６】
　図４は、ホストシステム２により提供される操作メニューの一例を示す図である。この
操作メニューは、ホストシステム２によりモニター５に表示され、この操作メニューに対
する操作は、上記のマウスやキーボードによって行うことができる。同図に示した操作メ
ニューにおいて、ウィンドウ３５は、ビデオカメラ３による観察画像（ライブ画像）又は
撮影させた画像（静止画像）を表示するウィンドウとなっており、ボタン（静止画像ボタ
ン）３６又はボタン（ライブ画像ボタン）３７の点灯によって、何れの画像が表示されて
いるかを判別できるものとなっている。同図の例では、ウィンドウ３５に、スクリーニン
グ中のｊの地点（図３参照）におけるライブ画像が表示され、ボタン３７が点灯している
。なお、図面上では、ボタン３６又は３７の点灯状態を太枠で表すことにする。メニュー
３８のボタン３９乃至４３の各ボタンは、後述する顕微鏡状態を復元（再現）する状態の
選択を行うためのものとなっている。顕微鏡操作メニュー４５は、顕微鏡操作部３４と同
様に、ユーザーが顕微鏡装置１の各種操作を行うためのメニューであり、各ボタンを操作
することで、電動ステージ２０の移動、対物レンズ２３の切り替え、検鏡方法の切り替え
、調光（光源の明るさの変更）、検鏡体（観察体１９）の撮影等を実行できるものとなっ
ている。
【００２７】
　図２に示したように、本動作がスタートすると、まず、ユーザーが電動ステージ２０に
観察体１９をセットし（Ｓ１０１）、顕微鏡装置１に対し、透過明視野観察を行うための
各種光学素子の切り換えを行うと共に、スクリーニングを行うための低倍率の対物レンズ
２３ａへの切換えを行い、観察を開始する（Ｓ１０２）。
【００２８】
　続いて、ユーザーは、顕微鏡操作部３４上のジョイスティックにて電動ステージ２０を
操作して、図３の破線で示すａからｋの経路に沿って、観察体１９のスクリーニングを開
始する。
【００２９】
　スクリーニングが開始されると、ホストシステム２は、顕微鏡状態に変化が発生したか
否かの判定を行い、変化が発生した場合には、その時点の顕微鏡状態を操作ログ（顕微鏡
操作来歴の一例）として取得すると共にビデオカメラで観察体１９の画像を取得し、それ
らを関連付けて操作来歴記録部４に記録する（Ｓ１０３乃至１２６）。
【００３０】
　なお、操作ログとして取得される顕微鏡状態は、ホストシステム２が顕微鏡コントロー
ラ３１を介して取得した、電動ステージ２０からの観察体１９の座標データ（電動ステー
ジ２０の座標データ）、選択されている（光路に挿入されている）対物レンズ２３の情報
、使用している光源（ここでは透過照明用光源６）の明るさである調光値情報、及び検鏡
方法に関する情報などを含む顕微鏡装置１の顕微鏡情報である。また、この操作ログには
、何れの条件（何れの顕微鏡状態の変化）で当該操作ログが取得されたかを示す取得条件
フラグも付加される。
【００３１】
　また、操作ログと観察体１９の画像とを関連付けて記録する際には、操作ログの記録と
観察体１９の画像の記録とが同期して行われる。
　上記のＳ１０３乃至Ｓ１２６を更に詳しく説明すると、スクリーニングが開始されると
、まず、電動ステージ２０がＸＹ座標上で一定時間以上停止したか否かを判定し（Ｓ１０
３）、その判定結果がＹｅｓの場合には、その時点での顕微鏡状態を操作ログとして取得
すると共に、その操作ログに取得条件フラグとして電動ステージ２０がＸＹ座標上で一定
時間以上停止したことを示すフラグＦ＿Ａを付加し（Ｓ１０４）、ビデオカメラ３で観察
体１９の画像を取得する（Ｓ１０５）。そして、Ｓ１０４で得られた操作ログに係る操作
ログデータと、Ｓ１０５で得られた観察体１９の画像に係る画像データとを関連付けて操
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作来歴記録部４に記録する（Ｓ１０６）。
【００３２】
　Ｓ１０３の判定結果がＮｏの場合、又は、Ｓ１０６が終了すると、次に、電動ステージ
２０がＺ座標上で一定時間以上停止したか否かを判定し（Ｓ１０７）、その判定結果がＹ
ｅｓの場合には、その時点での顕微鏡状態を操作ログとして取得すると共に、その操作ロ
グに取得条件フラグとして電動ステージ２０がＺ座標上で一定時間以上停止したことを示
すフラグＦ＿Ｂを付加し（Ｓ１０８）、ビデオカメラ３で観察体１９の画像を取得する（
Ｓ１０９）。そして、Ｓ１０８で得られた操作ログに係る操作ログデータと、Ｓ１０９で
得られた観察体１９の画像に係る画像データとを関連付けて操作来歴記録部４に記録する
（Ｓ１１０）。
【００３３】
　Ｓ１０７の判定結果がＮｏの場合、又は、Ｓ１１０が終了すると、次に、対物レンズ２
３が変更されたか否かを判定し（Ｓ１１１）、その判定結果がＹｅｓの場合には、その時
点での顕微鏡状態を操作ログとして取得すると共に、その操作ログに取得条件フラグとし
て倍率（対物レンズ２３）が変更されたことを示すフラグＦ＿Ｃを付加し（Ｓ１１２）、
ビデオカメラ３で観察体１９の画像を取得する（Ｓ１１３）。そして、Ｓ１１２で得られ
た操作ログに係る操作ログデータと、Ｓ１１３で得られた観察体１９の画像に係る画像デ
ータとを関連付けて操作来歴記録部４に記録する（Ｓ１１４）。
【００３４】
　Ｓ１１１の判定結果がＮｏの場合、又は、Ｓ１１４が終了すると、次に、顕鏡方法が変
更されたか否かを判定し（Ｓ１１５）、その判定結果がＹｅｓの場合には、その時点での
顕微鏡状態を操作ログとして取得すると共に、その操作ログに取得条件フラグとして顕鏡
方法が変更されたことを示すフラグＦ＿Ｇを付加し（Ｓ１１６）、ビデオカメラ３で観察
体１９の画像を取得する（Ｓ１１７）。そして、Ｓ１１６で得られた操作ログに係る操作
ログデータと、Ｓ１１７で得られた観察体１９の画像に係る画像データとを関連付けて操
作来歴記録部４に記録する（Ｓ１１８）。
【００３５】
　Ｓ１１５の判定結果がＮｏの場合、又は、Ｓ１１８が終了すると、次に、使用している
光源（ここでは透過照明用光源６）の明るさが変更されたか否かを判定し（Ｓ１１９）、
その判定結果がＹｅｓの場合には、その時点での顕微鏡状態を操作ログとして取得すると
共に、その操作ログに取得条件フラグとして、使用している光源の明るさが変更されたこ
とを示すフラグＦ＿Ｅを付加し（Ｓ１２０）、ビデオカメラ３で観察体１９の画像を取得
する（Ｓ１２１）。そして、Ｓ１２０で得られた操作ログに係る操作ログデータと、Ｓ１
２１で得られた観察体１９の画像に係る画像データとを関連付けて操作来歴記録部４に記
録する（Ｓ１２２）。
【００３６】
　Ｓ１１９の判定結果がＮｏの場合、又は、Ｓ１２２が終了すると、次に、ユーザーの撮
影指示による撮影動作が行われたか否かを判定し（Ｓ１２３）、その判定結果がＹｅｓの
場合には、その時点での顕微鏡状態を操作ログとして取得すると共に、その操作ログに取
得条件フラグとしてユーザーの撮影指示による撮影動作が行われたことを示すフラグＦ＿
Ｈを付加し（Ｓ１２４）、ビデオカメラ３で観察体１９の画像を取得する（Ｓ１２５）。
そして、Ｓ１２４で得られた操作ログに係る操作ログデータと、Ｓ１２５で得られた観察
体１９の画像に係る画像データとを関連付けて操作来歴記録部４に記録する（Ｓ１２６）
。
【００３７】
　Ｓ１２３がＮｏの場合、又は、Ｓ１２６が終了すると、次に、操作再現指示が行われた
か否かを判定する（Ｓ１２７）。なお、この判定は、操作メニュー（図４参照）における
メニュー３８上のボタン３９がマウスクリックされか否かに応じて行われる。すなわち、
ボタン３９がマウスクリックされた場合にはＳ１２７がＹｅｓとなり、そうでない場合に
はＳ１２７がＮｏとなる。
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【００３８】
　Ｓ１２７がＹｅｓの場合には、詳しくは後述する顕微鏡状態の復元（再現）動作（Ｓ１
２８乃至１３３）を行ってＳ１３４へ進み、Ｓ１２７がＮｏの場合にはＳ１３４へ進む。
　Ｓ１３３の後、又は、Ｓ１２７がＮｏの場合には、次に、電動ステージ２０にセットさ
れている観察体１９が変更されたか否かを判定する（Ｓ１３４）。なお、この判定は、例
えば、ユーザーによるキーボードやマウス等の操作により、観察体１９が変更されたこと
を示す通知がホストシステム２に対して行われたか否かを判定することによって行うこと
ができる。
【００３９】
　Ｓ１３４がＮｏの場合には、Ｓ１０３へ戻る。
　このように、ホストシステム２は、標本となる観察体１９の交換が行われるまで（スク
リーニングが終了するまで）、顕微鏡の操作が行われる毎に、その操作ログの記録が行わ
れる。
【００４０】
　ここで、上記のＳ１０３乃至Ｓ１２６の動作の具体例を説明する。
　例えば、スクリーニングを開始して、ｂの地点（図３参照）で詳細観察のために電動ス
テージ２０がＸＹ座標上で一定時間以上停止したとする。この場合、ホストシステム２は
顕微鏡状態が変化したと判定し、上記のＳ１０４乃至１０６を行う。すなわち、ホストシ
ステム２は、顕微鏡コントローラ３１を介して、電動ステージ２０からの観察体１９の座
標データ（電動ステージ２０の座標データ）と、対物レンズ２３の情報、調光値情報、及
び検鏡方法に関する情報などを含む顕微鏡装置１の顕微鏡情報を操作ログとして取得する
と共に、その操作ログに取得条件フラグとして電動ステージ２０がＸＹ座標上で一定時間
以上停止したことを示すフラグＦ＿Ａを付加し、更にビデオカメラ３でｂの地点における
観察体１９の画像を取得する。そして、その操作ログに係る操作ログデータとその観察体
１９の画像に係る画像データとを関連付けて操作来歴記録部４に記録する。この場合、ｂ
の地点における画像データには、ｂの地点における操作ログデータである、観察体１９の
ＸＹＺ座標データ（ｂ＿ｘ，ｂ＿ｙ，ｂ＿ｚ）、選択されている対物レンズ２３の情報（
ｂ＿ｏｂ）、調光値情報（ｂ＿ｂｒｉｇｈｔ）、検鏡方法に関する情報（ｂ＿ｐｏｓｉ）
、カメラ設定情報（ｂ＿ｃｃｄ）、及び取得条件フラグ（ｂ＿ｆｌａｇ）としてのフラグ
Ｆ＿Ａを含む顕微鏡情報が付加されることで関連付けされ、画像データと同期した読み出
しが可能な形態として操作来歴記録部４に記録される。
【００４１】
　また、例えばｆの地点（図３参照）においては、上記のｂの地点のときと同様に、ｆの
地点における画像データに、ｆの地点における操作ログデータである、観察体１９のＸＹ
Ｚ座標データ（ｆ＿ｘ，ｆ＿ｙ、ｆ＿ｚ）、選択されている対物レンズ２３の情報（ｆ＿
ｏｂ）、調光値情報（ｆ＿ｂｒｉｇｈｔ）、検鏡方法に関する情報（ｆ＿ｐｏｓｉ）、カ
メラ設定情報（ｆ＿ｃｃｄ）、及び取得条件フラグ（ｆ＿ｆｌａｇ）を含む顕微鏡情報が
付加されることで関連付けされ、画像データと同期した読み出しが可能な形態として操作
来歴記録部４に記録される。
【００４２】
　次に、上記のＳ１２７がＹｅｓの場合に行われる顕微鏡状態の復元（再現）動作につい
て説明する。ここでは、図４に示した操作メニューがモニター５に表示されているときに
Ｓ１２７がＹｅｓになった場合を例に、その動作を説明する。
【００４３】
　Ｓ１２７がＹｅｓになると、図４に示した操作メニューにおける顕微鏡操作メニュー４
５を、図５に示すように、再現ポイント選択メニュー４６に切り換える。
　ここで、再現ポイント選択メニュー４６は、ユーザーがメニュー３８におけるボタン３
９をマウスクリックしたときに、何れの条件が変化した顕微鏡状態まで復元（再現）を行
うかを選択できるようにしたものである。例えば、再現ポイント選択メニュー４６におい
て、ユーザーがＸＹボタン４６ａをマウスクリックしてＸＹボタン４６ａを選択すると、
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その後、ボタン３９をマウスクリックする毎に、電動ステージ２０がＸＹ座標上で一定時
間以上停止した時に記録された操作ログデータが操作来歴記録部４から順次読み出される
。なお、電動ステージ２０がＸＹ座標上で一定時間以上停止した時に記録された操作ログ
データの読み出しは、操作ログデータに係る操作ログに付加されている取得条件フラグを
判断して行われる。また、例えば、ユーザーが倍率ボタン４６ｂをマウスクリックして倍
率ボタン４６ｂを選択すると、その後、ボタン３９をマウスクリックする毎に、対物レン
ズ２３が変更された時に記録された操作ログデータが操作来歴記録部４から順次読み出さ
れる。なお、対物レンズ２３が変更された時に記録された操作ログデータの読み出しは、
操作ログデータに係る操作ログに付加されている取得条件フラグを判断して行われる。
【００４４】
　Ｓ１２７がＹｅｓとなって顕微鏡操作メニュー４５が再現ポイント選択メニュー４６に
切り換わると、次に、操作来歴記録部４から読み出す操作ログデータの条件を指定し（Ｓ
１２８）、その条件に応じた操作ログデータを操作来歴記録部４から順次読み出す（Ｓ１
２９）。
【００４５】
　例えば、再現ポイント選択メニュー４６においてＸＹボタン４６ａが選択され、操作来
歴記録部４から読み出す操作ログデータの条件として、電動ステージ２０がＸＹ座標上で
一定時間以上停止した時に記録された操作ログデータが指定されると、その後、ユーザー
によるボタン３９の１回のマウスクリックに応じて、ｊの地点（図３参照）より一つ前で
電動ステージ２０がＸＹ座標上で一定時間以上停止したｉの地点（図３参照）で記録され
た操作ログデータが読み出され、図６に示すように、その操作ログデータに関連付けされ
ている画像データに係る観察体１９の画像がウィンドウ３５に表示される。なお、この時
には、ウィンドウ３５に静止画像が表示されることから、それを示すボタン３６が点灯す
る。また、この時に更にボタン３９がマウスクリックされていくと、ｈ、ｇ、ｆ、・・・
の地点（図３参照）で記録された操作ログデータが順次読み出されていくことになる。
【００４６】
　また、操作メニューにおけるメニュー３８において、ボタン４０は、操作来歴記録部４
から読み出す操作ログデータを時間的に進めるものであり、例えばｆの地点（図３参照）
で記録された操作ログデータが読み出されている時にボタン４０がマウスクリックされる
と、再びｇの地点（図３参照）で記録された操作ログデータが読み出されるものとなって
いる。また、ボタン４１は、操作ログデータの読み出しをキャンセルし、操作ログデータ
を読み出す前の操作メニューに戻すものである。すなわち、ボタン４１がマウスクリック
されると、ここでは、図４に示した操作メニューに戻ることとなる。また、ボタン４２、
ボタン４３は、それぞれ最初に記録された操作ログデータ、最後に記録された操作ログデ
ータの読み出しを行うものである。
【００４７】
　このようにして、ユーザーは、ボタン３９、４０等をマウスクリックして、顕微鏡状態
を再現させたい地点の検索を行うことができる。
　Ｓ１２９が終了すると、次に、再現させる顕微鏡状態の地点を選択する（Ｓ１３０）。
なお、この選択は、ユーザーが再現ボタン４４をマウスクリックすることにより行われる
。すなわち、再現ボタン４４がマウスクリックされた時点にウィンドウ３５に表示されて
いる画像が選択され、その画像に係る画像データが記録された地点が、再現させる顕微鏡
状態の地点として選択される。これにより、ユーザーは、再現させたい顕微鏡状態の地点
で記録された画像データに係る観察体１９の画像をウィンドウ３５に表示させた後に再現
ボタン４４をマウスクリックすることによって、その地点で記録された操作ログデータに
応じた顕微鏡状態の再現が可能となる。ここでは、再現させる顕微鏡状態の地点としてｇ
の地点（図３参照）が選択されたとする。
【００４８】
　なお、再現ボタン４４がマウスクリックされた時点においては、ウィンドウ３５に表示
されている画像に係る画像データに関連付けされている操作ログデータも既に読み出され
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ているが、顕微鏡状態はまだ再現されていない。
【００４９】
　再現ボタン４４がマウスクリックされ、再現させる顕微鏡状態の地点が選択されると、
図６等に示した再現ポイント選択メニュー４６が、図７に示すように、再現項目選択メニ
ュー４７に切り換わる。なお、ここでは、再現させる顕微鏡状態の地点としてｇの地点が
選択されていることから、ウィンドウ３５には、ｇの地点で記録された画像データに係る
画像が表示されている。
【００５０】
　再現項目選択メニュー４７は、選択された地点で記録された操作ログデータに係る操作
ログにおいて、ユーザーが何れの操作項目（顕微鏡操作項目）を再現させるかを選択でき
るようにしたものである。例えば、ユーザーが、再現項目選択メニュー４７におけるＸＹ
ボタン４７ａをマウスクリックして選択すると、電動ステージ２０のＸＹ座標の状態が再
現され、カメラ設定ボタン４７ｆをマウスクリックして選択すると、ビデオカメラ３の設
定が再現される。
【００５１】
　Ｓ１３０が終了し、再現ポイント選択メニュー４６が再現項目選択メニュー４７に切り
換えられると、その再現項目選択メニュー４７における再現項目を選択する（Ｓ１３１）
。ここでは、ｇの地点における電動ステージ２０のＸＹ座標の状態のみを再現させるもの
とし、ユーザが再現項目選択メニュー４７においてＸＹボタン４７ａをマウスクリックし
て選択したものとする。
【００５２】
　続いて、Ｓ１３１で選択された再現項目に応じて顕微鏡状態の再現を行う（Ｓ１３２）
。但し、この顕微鏡状態の再現は、ユーザーにより再び再現ボタン４４がマウスクリック
されることにより行われる。ここでは、再現項目選択メニュー４７におけるＸＹボタン４
７ａが選択されていることから、再び再現ボタン４４がマウスクリックされると、ｇの地
点で記録された操作ログデータに係る操作ログのうち、電動ステージ２０のＸＹ座標の状
態のみを再現させるように、ホストシステム２は、顕微鏡コントローラ３１を介して、ス
テージＸ－Ｙ駆動制御部２１に対して、電動ステージ２０のＸＹ座標が（ｇ＿ｘ、ｇ＿ｙ
）となるように指示を与える。
【００５３】
　このようにして顕微鏡状態の再現が行われると、操作メニューにおけるウィンドウ３５
に表示される画像がライブ画像に切り換わると共に、再現項目選択メニュー４７が顕微鏡
操作メニュー４５に切り換わる。ここでは、ｇの地点での電動ステージ２０のＸＹ座標の
状態が実際に再現されると、図８に示すように、ウィンドウ３５に表示される画像がｇの
地点のライブ画像に切り換わると共にボタン３７が点灯する。また、図７に示した再現項
目選択メニュー４７が、図８に示したように、顕微鏡操作メニュー４５に切り換わる。こ
れにより、再びｇの地点から観察を継続することが可能となる。
【００５４】
　Ｓ１３２が終了すると、次に、最後に操作来歴記録部４に操作ログデータ及び画像デー
タが記録された地点からＳ１３２で顕微鏡状態を再現させた地点までに操作来歴記録部４
に記録された操作ログデータ及び画像データをクリア（削除）する（Ｓ１３３）。ここで
は、ｊの地点からｇの地点までに操作来歴記録部４に記録された操作ログデータ及び画像
データがクリアされる。
【００５５】
　Ｓ１３３が終了すると、上述したように、電動ステージ２０にセットされている観察体
１９が変更されたか否かを判定し（Ｓ１３４）、その判定結果がＮｏの場合にはＳ１０３
へ戻る。一方、その判定結果がＹｅｓの場合には操作来歴記録部４に記録された操作ログ
データ及び画像データを全てクリア（削除）し（Ｓ１３５）、本フローが終了する。
【００５６】
　このように、本フローによれば、観察体１９がセットされて交換されるまでの間に行わ
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れた顕微鏡操作は、その顕微鏡操作が行われる毎に操作ログとして記録され、その操作ロ
グに基づいて、特定の顕微鏡操作だけ、顕微鏡状態を再現（復元）することが可能になる
。
【００５７】
　なお、上述の図２に示したフローの説明では、図３乃至８を用いて、ｊの地点から、ｇ
の地点での顕微鏡状態におけるＸＹ座標のみを再現する例を説明したが、ここで、図３、
図４、及び図９乃至１２を用いて、ｊの地点から、ｈの地点での顕微鏡状態におけるＸＹ
座標及び倍率のみを再現する例を説明する。但し、この例では、ｈの地点で、対物レンズ
２３が高倍に変更され、高倍観察が行われたものとする。
【００５８】
　この場合、図４に示したように、ｊの地点（図３参照）のライブ像がウィンドウ３５に
表示されているときに、メニュー３８におけるボタン３９がユーザーによりマウスクリッ
クされると、顕微鏡操作メニュー４５が、図９に示したように、再現ポイント選択メニュ
ー４６に切り換わる。そして、再現ポイント選択メニュー４６におけるＸＹボタン４６ａ
と倍率ボタン４６ｃがユーザーによるマウスクリックにより選択され、更にボタン３９が
マウスクリックされると、電動ステージ２０がＸＹ座標上で一定時間以上停止した時に記
録された操作ログデータ、又は、倍率（対物レンズ２３）が変更された時に記録された操
作ログデータの読出しが行われる。
【００５９】
　なお、再現ポイント選択メニュー４６におけるＸＹボタン４６ａと倍率ボタン４６ｃが
選択された後は、ボタン３９がマウスクリックされる毎に、電動ステージ２０がＸＹ座標
上で一定時間以上停止した時に記録された操作ログデータ、又は、倍率（対物レンズ２３
）が変更された時に記録された操作ログデータが順次読み出される。
【００６０】
　図１０は、ユーザーによるボタン３９のマウスクリックにより、電動ステージ２０がＸ
Ｙ座標上で一定時間以上停止したｈの地点（図３参照）で記録された操作ログデータ及び
画像データが読み出されたときの操作メニューを示している。従って、図１０の操作メニ
ューでは、その画像データに係る画像がウィンドウ３５に表示されている。なお、この画
像は、低倍の対物レンズ２３ａを用いて撮像された画像である。また、この画像上に示し
た点線枠は、後述の高倍の対物レンズ２３による視野範囲を便宜的に示すものであり、実
際には表示されるものではない。
【００６１】
　図１１は、この時に、ユーザーによる更なるボタン３９のマウスクリックにより、倍率
（対物レンズ２３）が変更された時に記録された操作ログデータ及び画像データが読み出
され、その画像データに係る画像がウィンドウ３５に表示され、更に、ユーザーによる再
現ボタン４４のマウスクリックにより、再現ポイント選択メニュー４６が再現項目選択メ
ニュー４７に変更されたときの操作メニューを示している。なお、この時のウィンドウ３
５に表示されている画像は、高倍の対物レンズ２３を用いて撮像された画像であり、この
時の視野範囲は、図１０のウィンドウ３５内に示した点線枠の範囲となっている。
【００６２】
　この時の再現項目選択メニュー４７において、ＸＹボタン４７ａと倍率ボタン４７ｃが
ユーザーによるマウスクリックにより選択され、再び再現ボタン４４がユーザーによりマ
ウスクリックされると、図１１のウィンドウ３５に表示されている画像に係る画像データ
を読み出した時に一緒に読み出した操作ログデータに係る操作ログのうち、電動ステージ
２０のＸＹ座標の状態と対物レンズ２３の状態とを再現させるように、ホストシステム２
は顕微鏡コントローラー３１に対し指示を与える。
【００６３】
　このようにして顕微鏡状態の再現が行われると、図１２に示したように、操作メニュー
におけるウィンドウ３５に表示される画像がライブ画像に切り換わると共に、再現項目選
択メニュー４７が顕微鏡操作メニュー４５に切り換わり、再び観察を継続することが可能
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となる。
【００６４】
　このような図２に示したフローの動作が行われることによって、図１３に示すように、
観察体１９をセットしてから交換するまでの間のスクリーニング中において、顕微鏡状態
を所望の地点の状態に再現させたい場合には、操作来歴記録部４から読み出す操作ログデ
ータの条件指定および再現項目の選択等を行うことによって、顕微鏡状態を所望の地点の
状態に再現することが可能となり、また、そのような再現をスクリーニング中に何度でも
行うことが可能となる。
【００６５】
　なお、本フローにおいては、再現ポイント選択メニュー４６や再現項目選択メニュー４
７が、表示切換により、表示されるものであったが、これらの選択メニューを別ウィンド
ウとして表示することも可能である。
【００６６】
　図１４は、再現ポイント選択メニュー４６を別ウィンドウとして表示した例を示す図で
ある。この例では、ウィンドウ３５と顕微鏡操作メニュー４５等を含む操作メニューと、
再現ポイント選択メニュー４６とが同一画面上に表示されている。なお、この時の顕微鏡
操作メニュー４５には、ウィンドウ３５にライブ画像（観察画像）が表示されていること
から、今現在に行われている顕微鏡操作の状態が表示される。
【００６７】
　図１５は、再現項目選択メニュー４７を別ウィンドウとして表示した例を示す図である
。この例では、ウィンドウ３５と顕微鏡操作メニュー４５等を含む操作メニューと、再現
項目選択メニュー４７とが同一画面上に表示されている。なお、この時の顕微鏡操作メニ
ュー４５には、ウィンドウ３５に静止画像（撮影された画像）が表示されていることから
、その静止画像に関連付けされている操作ログの内容が示す顕微鏡状態が表示される。こ
のように、ウィンドウ３５に表示されている静止画像に関連付けされている操作ログの内
容が示す顕微鏡状態が顕微鏡操作メニュー４７に表示されることによって、ユーザーは、
その内容を確認しながら、顕微鏡状態の再現を行う際の判断を行うことも可能である。
【００６８】
　以上のように、本実施形態に係る顕微鏡システムによれば、観察体１９のスクリーニン
グ中に行われた顕微鏡操作をログとして記録することによって、再現させたい地点の検索
を容易に行うことが可能となり、更に再現項目を選択することによって、容易に顕微鏡装
置１の状態を再現させることが可能となるため、詳細観察データの記録作業に要する時間
の短縮を図ることが可能となり、ユーザーの負担を大きく軽減することが可能となる。ま
た、ユーザーは、複雑な顕微鏡操作を行う場合であっても、失敗したときには安全に確実
に元の顕微鏡状態へ戻すことができる。
【００６９】
　なお、本実施形態では、図２のＳ１０３乃至１２６に示したように、顕微鏡の操作が行
われる毎に、その操作を操作ログとして取得すると共に観察体１９の画像を撮影し、その
操作ログに係る操作ログデータとその画像に係る画像データとを関連付けて操作来歴記録
部４に記録するようにしているが、例えば、観察体１９の画像の撮影は行わずに、その操
作を操作ログとして取得するだけとし、その操作ログに係る操作ログデータのみを操作来
歴記録部４に記録するようにすることも可能である。
【００７０】
　また、本実施形態では、操作ログとして取得される顕微鏡状態を、観察体１９（電動ス
テージ２０）の座標データ、選択されている（光路に挿入されている）対物レンズ２３の
情報、調光値情報、及び検鏡方法に関する情報などを含む顕微鏡装置１の顕微鏡情報とし
たが、もちろんこの限りではなく、例えば、フィルタ、絞り、ビデオカメラ３等に関する
その他の情報を更に含むようにしてもよい。
【００７１】
　また、本実施形態では、電動ステージ２０の状態、対物レンズ２３の状態、検鏡方法の
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状態、光源の明るさの状態、及び、ユーザーによる撮影指示に応じて、取得条件フラグを
設定したが、これに限らず、その他の顕微鏡状態や、それらの組み合わせの条件等によっ
て、取得条件フラグを設定するようにすることも可能である。
【００７２】
　また、本実施形態において、再現ポイント選択メニュー４６上で選択するボタンや、再
現項目選択メニュー４７上で選択するボタンを予め設定しておき、通常時には再現ポイン
ト選択メニュー４６及び再現項目選択メニュー４７を表示させないようにし、設定変更等
の必要時のみに再現ポイント選択メニュー４６及び再現項目選択メニュー４７を表示させ
るようにすることも可能である。
＜第２の実施形態＞
　次に、本発明の第２の実施形態について説明する。
【００７３】
　本実施形態に係る顕微鏡システムは、第１の実施形態に係る顕微鏡システムに対して、
構成は同じであるが動作が一部で異なっている。そこで、ここでは、動作を中心に説明す
る。
【００７４】
　図１６は、本実施形態において、ホストシステム２によって行われる観察体１９の観察
及び顕微鏡状態の復元動作（再現動作）の処理内容を示すフローチャートである。この処
理は、ホストシステム２のＣＰＵが所定の制御プログラムを実行することによって実現さ
れ、開始される。
【００７５】
　なお、本実施形態において、観察体１９のスクリーニング経路は、図３に示したものと
同じとする。また、そのスクリーニング経路では、透過明視野観察で観察体１９の観察が
行われるものとし、同じく図３において、破線の四角で示したエリアがスクリーニング中
に選択された低倍率の対物レンズ２３ａにおける視野範囲とする。また、そのスクリーニ
ング経路において、ｂからｊの各地点では詳細観察のために電動ステージ２０の動作を一
定時間以上停止したものとし、更に、ｃ、ｄ、ｉの各地点ではユーザーによる観察体１９
の画像の撮影が行われたものとする。
【００７６】
　図１６に示したように、Ｓ２０１乃至２０２では、図２のＳ１０１乃至１０２と同じ動
作が行われるので、ここでは説明を省略する。
　Ｓ２０２が終了してスクリーニングが開始されると、ホストシステム２は、顕微鏡状態
に変化が発生したか否かの判定を行い、変化が発生した場合には、その時点の顕微鏡状態
を操作ログ（顕微鏡操作来歴の一例）として取得すると共にビデオカメラで観察体１９の
画像を取得し、それらを関連付けて操作来歴記録部４に記録する（Ｓ２０３乃至２３０）
。
【００７７】
　なお、本実施形態においても、操作ログとして取得される顕微鏡状態は、ホストシステ
ム２が顕微鏡コントローラ３１を介して取得した、電動ステージ２０からの観察体１９の
座標データ（電動ステージ２０の座標データ）、選択されている（光路に挿入されている
）対物レンズ２３の情報、使用している光源（ここでは透過照明用光源６）の明るさであ
る調光値情報、及び検鏡方法に関する情報などを含む顕微鏡装置１の顕微鏡情報である。
また、この操作ログには、何れの条件（何れの顕微鏡状態の変化）で当該操作ログが取得
されたかを示す取得条件フラグも付加される。また、操作ログと観察体１９の画像とを関
連付けて記録する際には、操作ログの記録と観察体１９の画像の記録とが同期して行われ
る。
【００７８】
　但し、本実施形態において、取得される観察体１９の画像には、観察体１９の原画像と
そのサムネイル画像を含む。なお、サムネイル画像は、例えば、ホストシステム２が観察
体１９の原画像を基に生成することができる。
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【００７９】
　上記のＳ２０３乃至Ｓ２３０を更に詳しく説明すると、まず、Ｓ２０３乃至２２６では
、Ｓ２０５、Ｓ２０９、Ｓ２１３、Ｓ２１７、Ｓ２２１、及びＳ２２５において取得され
る観察体１９の画像が観察体１９の原画像とサムネイル画像とを含むこと以外、図２のＳ
１０１乃至１２６と同じ動作が行われるので、ここでは説明を省略する。
【００８０】
　Ｓ２２３の判定結果がＮｏの場合、又は、Ｓ２２６が終了すると、次に、ユーザーによ
り指定再現ポイントの設定が行われたか否かを判定し（Ｓ２２７）、その判定結果がＹｅ
ｓの場合には、その時点での顕微鏡状態を操作ログとして取得すると共に、その操作ログ
に取得条件フラグとしてユーザーによる指定再現ポイントの設定が行われたことを示すフ
ラグＦ＿７を付加し（Ｓ２２８）、ビデオカメラ３で観察体１９の画像を取得する（Ｓ２
２９）。なお、上記の通り、ここで取得される観察体１９の画像は、観察体１９の原画像
とサムネイル画像とを含む。そして、Ｓ２２８で得られた操作ログに係る操作ログデータ
と、Ｓ２２９で得られた観察体１９の画像に係る画像データ（観察体１９の原画像に係る
原画像データとそのサムネイル画像に係るサムネイル画像データとを含む）とを関連付け
て操作来歴記録部４に記録する（Ｓ２３０）。
【００８１】
　なお、指定再現ポイントの設定は、例えば、顕微鏡操作メニュー４５に、そのような設
定を可能にするボタンを新たに設け、そのボタンがユーザーによるキーボードやマウス等
の操作により押下されることによって行われるようにすることができる。また、設定され
た指定再現ポイントは、後述のＳ２３２において操作来歴記録部４から読み出す操作ログ
データの条件を指定する際に、その条件の一つとして、その指定再現ポイントを指定する
ことができるようにするものである。
【００８２】
　例えば、スクリーニング中のｉの地点（図３参照）でユーザーが指定再現ポイントを設
定したとする。この場合、ホストシステム２は顕微鏡状態が変化したと判定し、上記のＳ
２２８乃至２３０を行う。すなわち、ホストシステム２は、顕微鏡コントローラ３１を介
して、電動ステージ２０からの観察体１９の座標データ（電動ステージ２０の座標データ
）と、対物レンズ２３の情報、調光値情報、及び検鏡方法に関する情報などを含む顕微鏡
装置１の顕微鏡情報を操作ログとして取得すると共に、その操作ログに取得条件フラグと
してユーザーによる指定再現ポイントの設定が行われたことを示すフラグＦ＿７を付加し
、更にビデオカメラ３でｉの地点における観察体１９の画像（原画像及びサムネイル画像
）を取得する。そして、その操作ログに係る操作ログデータとその観察体１９の画像に係
る画像データとを関連付けて操作来歴記録部４に記録する。この場合、ｉの地点における
画像データ（原画像に係る原画像データとサムネイル画像に係るサムネイル画像データと
を含む）には、ｉの地点における操作ログデータである、観察体１９のＸＹＺ座標データ
（ｉ＿ｘ，ｉ＿ｙ，ｉ＿ｚ）、選択されている対物レンズ２３の情報（ｉ＿ｏｂ）、調光
値情報（ｉ＿ｂｒｉｇｈｔ）、検鏡方法に関する情報（ｉ＿ｐｏｓｉ）、カメラ設定情報
（ｉ＿ｃｃｄ）、及び取得条件フラグ（ｉ＿ｆｌａｇ）としてのフラグＦ＿７を含む顕微
鏡情報が付加されることで関連付けされ、画像データと同期した読み出しが可能な形態と
して操作来歴記録部４に記録される。
【００８３】
　Ｓ２３０の後、又は、Ｓ２２７がＮｏの場合には、次に、操作再現指示が行われたか否
かを判定する（Ｓ２３１）。なお、この判定は、本実施形態において操作メニューに新た
に設けられた後述のボタン４８（図１７参照）がマウスクリックされか否かに応じて行わ
れる。すなわち、ボタン４８がマウスクリックされた場合にはＳ２３１がＹｅｓとなり、
そうでない場合にはＳ２３１がＮｏとなる。なお、このボタン４８は、所望の操作ログに
関連付けされているサムネイル画像をウィンドウ３５に一覧表示させることを可能にする
ためのボタンである。
【００８４】
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　Ｓ２３１がＹｅｓの場合には、顕微鏡状態の復元（再現）動作（Ｓ２３２乃至２３７）
を行う。ここでは、操作メニューのウィンドウ３５にｊの地点（図３参照）におけるライ
ブ画像が表示されているときにＳ２３１がＹｅｓになった場合を例に、その動作を説明す
る。
【００８５】
　Ｓ２３１がＹｅｓになると、操作メニューにおける顕微鏡操作メニュー４５を、図１７
に示すように、再現ポイント選択メニュー４９に切り換える。
　ここで、再現ポイント選択メニュー４９は、操作来歴記録部４から読み出す操作ログデ
ータを指定する条件を選択できるようにしたものであり、後述のとおり、この条件の選択
に応じて読み出された操作ログデータに関連付けされているサムネイル画像データに係る
サムネイル画像をウィンドウ３５に一覧表示させることが可能になっている。
【００８６】
　Ｓ２３１がＹｅｓとなって顕微鏡操作メニュー４５が再現ポイント選択メニュー４９に
切り換わると、次に、操作来歴記録部４から読み出す操作ログデータの条件を指定し（Ｓ
２３２）、その条件に応じた操作ログデータ及びそれに関連付けされているサムネイル画
像データを操作来歴記録部４から読み出し、読み出したサムネイル画像データに係るサム
ネイル画像をウィンドウ３５に一覧表示する（Ｓ２３３）。
【００８７】
　例えば、再現ポイント選択メニュー４９においてＸＹボタン４９ａが選択され、操作来
歴記録部４から読み出す操作ログデータの条件として、電動ステージ２０がＸＹ座標上で
一定時間以上停止した時に記録された操作ログデータが指定され、更にボタン４８がマウ
スクリックされると、電動ステージ２０がＸＹ座標上で一定時間以上停止した時に記録さ
れた操作ログデータ及びそれに関連付けされているサムネイル画像データとが操作来歴記
録部４から読み出され、図１８に示すように、そのサムネイル画像データに係る観察体１
９のサムネイル画像がウィンドウ３５に一覧表示される。これにより、ウィンドウ３５に
は、同図に示したように、ｂ乃至ｊの各地点（図３参照）における観察体１９のサムネイ
ル画像が一覧表示される。なお、この時には、ウィンドウ３５に静止画像が表示されるこ
とから、それを示すボタン３６が点灯する。
【００８８】
　また、例えば、再現ポイント選択メニュー４９において撮影ボタン４９ｆが選択され、
操作来歴記録部４から読み出す操作ログデータの条件として、ユーザーの撮影指示による
撮影動作が行われた時に記録された操作ログデータが指定され、更にボタン４８がマウス
クリックされると、ユーザーの撮影指示による撮影動作が行われた時に記録された操作ロ
グデータ及びそれに関連付けされているサムネイル画像データとが操作来歴記録部４から
読み出され、図１９に示すように、そのサムネイル画像データに係る観察体１９のサムネ
イル画像がウィンドウ３５に一覧表示される。これにより、ウィンドウ３５には、同図に
示したように、ｃ、ｄ、ｉの各地点（図３参照）における観察体１９のサムネイル画像が
一覧表示される。なお、この時には、ウィンドウ３５に静止画像が表示されることから、
それを示すボタン３６が点灯する。
【００８９】
　Ｓ２３３が終了すると、次に、再現させる顕微鏡状態の地点を選択する（Ｓ２３４）。
なお、この選択は、ユーザーが、ウィンドウ３５に一覧表示されているサムネイル画像の
中から所望のサムネイル画像をマウスクリックすることによって行われる。すなわち、マ
ウスクリックされたサムネイル画像に係るサムネイル画像データが記録された地点が、再
現させる顕微鏡状態の地点として選択される。これにより、ユーザーは、再現させたい顕
微鏡状態の地点で記録されたサムネイル画像データに係る観察体１９のサムネイル画像を
マウスクリックすることによって、その地点で記録された操作ログデータに応じた顕微鏡
状態の再現が可能となる。ここでは、図１９に示したウィンドウ３５において、左から２
番目のサムネイル画像（ｄの地点（図３参照）で記録されたサムネイル画像データに係る
サムネイル画像）がマウスクリックされ、再現させる顕微鏡状態の地点としてｄの地点が
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選択されたとする。
【００９０】
　なお、サムネイル画像がマウスクリックされた時点においては、そのサムネイル画像に
係るサムネイル画像データに関連付けされている操作ログデータも既に読み出されている
が、顕微鏡状態はまだ再現されていない。
【００９１】
　図１９に示したウィンドウ３５において、左から２番目のサムネイル画像がマウスクリ
ックされ、再現させる顕微鏡状態の地点としてｄの地点（図３参照）が選択されると、再
現ポイント選択メニュー４９が、図２０に示すように、再現項目選択メニュー４７に切り
換わる。なお、ここでは、ウィンドウ３５における左から２番目のサムネイル画像がマウ
スクリックされたことから、そのサムネイル画像には、マウスクリックされたこと（選択
されたこと）を示す枠（同図の太点線枠）が表示される。
【００９２】
　Ｓ２３４が終了し、再現ポイント選択メニュー４９が再現項目選択メニュー４７に切り
換わると、その再現項目選択メニュー４７における再現項目を選択する（Ｓ２３５）。こ
こでは、ｄの地点（図３参照）における電動ステージ２０のＸＹ座標の状態のみを再現さ
せるものとし、ユーザが再現項目選択メニュー４７においてＸＹボタン４７ａをマウスク
リックして選択したものとする。
【００９３】
　続いて、Ｓ２３５で選択された再現項目に応じて顕微鏡状態の再現を行う（Ｓ２３６）
。但し、この顕微鏡状態の再現は、ユーザーにより再現ボタン４４がマウスクリックされ
ることにより行われる。ここでは、再現項目選択メニュー４７におけるＸＹボタン４７ａ
が選択されていることから、再現ボタン４４がマウスクリックされると、ｄの地点（図３
参照）で記録された操作ログデータに係る操作ログのうち、電動ステージ２０のＸＹ座標
の状態のみを再現させるように、ホストシステム２は、顕微鏡コントローラ３１を介して
、ステージＸ－Ｙ駆動制御部２１に対して、電動ステージ２０のＸＹ座標が（ｄ＿ｘ、ｄ
＿ｙ）となるように指示を与える。
【００９４】
　このようにして顕微鏡状態の再現が行われると、操作メニューにおけるウィンドウ３５
に表示される画像がライブ画像に切り換わると共に、再現項目選択メニュー４７が顕微鏡
操作メニュー４５に切り換わる。ここでは、ｄの地点（図３参照）での電動ステージ２０
のＸＹ座標の状態が実際に再現されると、図２１に示すように、ウィンドウ３５に表示さ
れる画像がｄの地点のライブ画像に切り換わると共にボタン３７が点灯する。また、図２
０に示した再現項目選択メニュー４７が、図２１に示したように、顕微鏡操作メニュー４
５に切り換わる。これにより、再びｄの地点から観察を継続することが可能となる。
【００９５】
　Ｓ２３６が終了すると、次に、最後に操作来歴記録部４に操作ログデータ及び画像デー
タが記録された地点からＳ２３６で顕微鏡状態を再現させた地点までに操作来歴記録部４
に記録された操作ログデータ及び画像データをクリア（削除）する（Ｓ２３７）。ここで
は、ｊの地点からｄの地点までに操作来歴記録部４に記録された操作ログデータ及び画像
データがクリアされる。
【００９６】
　Ｓ２３７の後、又は、Ｓ２３１がＮｏの場合に行われる、Ｓ２３８乃至２３９では、図
２のＳ１３４乃至１３５と同じ動作が行われるので、ここでは説明を省略する。
　以上のように、本実施形態に係る顕微鏡システムによれば、一覧表示されたサムネイル
画像の中から所望のサムネイル画像を選択することにより、スクリーニング中の再現させ
たい操作ログを容易に検索できることが可能となり、更に再現項目を選択することによっ
て、容易に顕微鏡装置１の状態を再現させることが可能となるため、観察作業に要する時
間の短縮を図ることが可能となり、ユーザーの負担を大きく軽減することが可能となる。
また、ユーザーは、複雑な顕微鏡操作を行う場合であっても、失敗したときには安全に確
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実に元の顕微鏡状態へ戻すことができる。
【００９７】
　なお、本実施形態では、電動ステージ２０の状態、対物レンズ２３の状態、検鏡方法の
状態、光源の明るさの状態、ユーザーによる撮影指示、及び、ユーザーによる指定再現ポ
イントの設定に応じて、取得条件フラグを設定したが、これに限らず、その他の顕微鏡状
態や、それらの組み合わせの条件等によって、取得条件フラグを設定するようにすること
も可能である。
【００９８】
　また、本実施形態において、再現ポイント選択メニュー４９上で選択するボタンや、再
現項目選択メニュー４７上で選択するボタンを予め設定しておき、通常時には再現ポイン
ト選択メニュー４９及び再現項目選択メニュー４７を表示させないようにし、設定変更等
の必要時のみに再現ポイント選択メニュー４９及び再現項目選択メニュー４７を表示させ
るようにすることも可能である。
【００９９】
　また、上述の第１及び第２の実施形態において、再現項目選択メニュー４７上の再現項
目の選択は、ユーザーが行うものであったが、所定の条件に応じてホストシステム２が自
動的に行うようにすることもできる。また、選択された再現項目に応じた再現を、ホスト
システム２が所定の条件に応じて禁止するように設定することも可能である。
【０１００】
　また、上述の第１及び第２の実施形態において、顕微鏡装置１は、複数の対物レンズ２
３を有して、光路に挿入する対物レンズ２３を切り換えることによって倍率を変更する構
成であったが、例えば、ズーム機構を有する対物レンズを備えて、そのズーム機構によっ
て倍率を変更するように構成することも可能である。
【０１０１】
　また、上述の第１及び第２の実施形態では、顕微鏡装置１として正立型顕微鏡装置を適
用したが、その代わりに、倒立型顕微鏡装置を適用することも勿論可能であり、また、顕
微鏡装置を組み込んだライン装置といった各種システムに本実施形態に係る顕微鏡システ
ムを適応させることも可能である。
【０１０２】
　ところで、図２及び図１６に示したフローチャートの処理を、上述したような標準的な
構成のコンピュータのＣＰＵに行わせるための制御プログラムを作成してコンピュータ読
み取り可能な記録媒体に記録させておき、そのプログラムを記録媒体からコンピュータに
読み込ませてＣＰＵで実行させるようにしても、本発明の実施は可能である。
【０１０３】
　記録させた制御プログラムをコンピュータで読み取ることの可能な記録媒体としては、
例えば、コンピュータに内蔵若しくは外付けの付属装置として備えられるＲＯＭやハード
ディスク装置などの記憶装置、コンピュータに備えられる媒体駆動装置へ挿入することに
よって記録された制御プログラムを読み出すことのできるフレキシブルディスク、ＭＯ（
光磁気ディスク）、ＣＤ－ＲＯＭ、ＤＶＤ－ＲＯＭなどといった携帯可能記録媒体等が利
用できる。
【０１０４】
　また、記録媒体は通信回線を介してコンピュータと接続される、プログラムサーバとし
て機能するコンピュータシステムが備えている記憶装置であってもよい。この場合には、
制御プログラムを表現するデータ信号で搬送波を変調して得られる伝送信号を、プログラ
ムサーバから伝送媒体である通信回線を通じてコンピュータへ伝送するようにし、コンピ
ュータでは受信した伝送信号を復調して制御プログラムを再生することでこの制御プログ
ラムをコンピュータのＣＰＵで実行できるようになる。
【０１０５】
　以上、本発明について詳細に説明したが、本発明は上記実施形態に限定されず、本発明
の要旨を逸脱しない範囲において、各種の改良及び変更を行っても良いのはもちろんであ
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る。
【０１０６】
　例えば、復元された以前のログデータ及び画像データを削除する場合について説明した
が、ログデータ又は画像データを各々削除するか削除しないかを選択できるようにしても
良い。また、標本交換時までは全てのデータを記録するようにしても良い。さらに、標本
交換時にも、ログデータ又は画像データの一方又は両方のデータ全てを削除するか削除し
ないかを選択できるようにしても良い。
【図面の簡単な説明】
【０１０７】
【図１】本発明を実施する顕微鏡システムの構成例を示す図である。
【図２】第１の実施形態において、ホストシステムによって行われる観察体の観察及び顕
微鏡状態の復元動作（再現動作）の処理内容を示すフローチャートである。
【図３】スクリーニング経路の一例を示す図である。
【図４】第１の実施形態において、操作メニューの一例を示す第１の図である。
【図５】第１の実施形態において、操作メニューの一例を示す第２の図である。
【図６】第１の実施形態において、操作メニューの一例を示す第３の図である。
【図７】第１の実施形態において、操作メニューの一例を示す第４の図である。
【図８】第１の実施形態において、操作メニューの一例を示す第５の図である。
【図９】第１の実施形態において、操作メニューの一例を示す第６の図である。
【図１０】第１の実施形態において、操作メニューの一例を示す第７の図である。
【図１１】第１の実施形態において、操作メニューの一例を示す第８の図である。
【図１２】第１の実施形態において、操作メニューの一例を示す第９の図である。
【図１３】図２に示したフローの実行により行われる動作の一例を示す図である。
【図１４】第１の実施形態において、操作メニューの変形例を示す第１の図である。
【図１５】第１の実施形態において、操作メニューの変形例を示す第２の図である。
【図１６】第２の実施形態において、ホストシステムによって行われる観察体の観察及び
顕微鏡状態の復元動作（再現動作）の処理内容を示すフローチャートである。
【図１７】第２の実施形態において、操作メニューの一例を示す第１の図である。
【図１８】第２の実施形態において、操作メニューの一例を示す第２の図である。
【図１９】第２の実施形態において、操作メニューの一例を示す第３の図である。
【図２０】第２の実施形態において、操作メニューの一例を示す第４の図である。
【図２１】第２の実施形態において、操作メニューの一例を示す第５の図である。
【符号の説明】
【０１０８】
　１　　　顕微鏡装置
　２　　　ホストシステム
　３　　　ビデオカメラ
　４　　　操作来歴記録部
　５　　　モニター
　６　　　透過照明用光源
　７　　　コレクタレンズ
　８　　　透過用フィルタユニット
　９　　　透過視野絞り
　１０　　透過開口絞り
　１１　　コンデンサ光学素子ユニット
　１２　　トップレンズユニット
　１３　　落射照明用光源
　１４　　コレクタレンズ
　１５　　落射用フィルタユニット
　１６　　落射シャッタ
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　１７　　落射視野絞り
　１８　　落射開口絞り
　１９　　観察体
　２０　　電動ステージ
　２１　　ステージＸ－Ｙ駆動制御部
　２２　　ステージＺ駆動制御部
　２３　　対物レンズ
　２４　　レボルバ
　２５　　キューブユニット
　２６　　接眼レンズ
　２７　　ビームスプリッタ
　２８　　ポラライザー
　２９　　ＤＩＣプリズム
　３０　　アナライザー
　３１　　顕微鏡コントローラ
　３２　　ビデオボード
　３３　　カメラコントローラ
　３４　　顕微鏡操作部
　３５　　ウィンドウ
　３６、３７　ボタン
　３８　　メニュー
　３９、４０、４１、４２、４３　ボタン
　４４　　再現ボタン
　４５　　顕微鏡操作メニュー
　４６　　再現ポイント選択メニュー
　４７　　再現項目選択メニュー
　４８　　ボタン
　４９　　再現ポイント選択メニュー
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